
大和市告示第８６号 

大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２９年３月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付要綱（平成２７年大和市告示第７１号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「耐震改修促進法」を「法」に改め、「耐震診断」の次に「及び耐震設計（以下「耐震

診断等」という。）」を加える。 

第２条各号列記以外の部分及び同条第１号中「耐震改修促進法」を「法」に改め、同条第２号中

「者」の次に「であって、大和市耐震化促進協議会の会員として事業者登録をしているもの（ただ

し、市長が特段の理由があると認めた場合を除く。）」を加え、同条第３号中「耐震改修促進法」

を「法」に改め、「平成１８年国土交通省告示第１８４号」の次に「。以下「基本方針」という。」

を加え、同条第４号中「耐震診断」を「耐震診断等」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号

の次に次の１号を加える。 

(4) 耐震設計 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できない場合に、基

本方針に基づき耐震診断者が行う耐震改修の計画及び設計をいう。 

第４条第１項第２号及び第３号並びに第５条第１号中「耐震診断」を「耐震診断等」に改める。 

第１８条を削り、第１７条を第１８条とする。 

第１６条中「耐震診断」を「耐震診断等」に改め、同条を第１７条とし、第１５条を第１６条と

し、第１４条を第１５条とする。 

第１３条中「耐震診断」を「耐震診断等」に、「補助対象者が第１１条の規定による評価を受け

ている場合」を「耐震診断等が完了していると認める場合」に改め、同条を第１４条とする。 

第１２条第１項中「耐震診断」を「耐震診断等」に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条の見出しを「（完了時までに満たすべき要件）」に改め、同条中「耐震診断の完了時」

を「耐震診断等の完了時」に、「耐震診断の結果について、耐震判定委員会等による評価を受けな

ければならない。」を「次の各号の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たさなければならな

い。」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第１２条とする。 

(1) 耐震診断 耐震診断の結果について耐震判定委員会等により適正と評価を受けていること。 

(2) 耐震設計 耐震設計について法第１７条第３項の規定による計画の認定を受けていること。 



第１０条の見出しを「（耐震診断等の取りやめ）」に改め、同条中「第７条第２項」を「第８条

第２項」に、「耐震診断事業を取り下げよう」を「後に当該補助の対象となっている耐震診断等を

取りやめよう」に、「耐震診断義務対象建築物事業取下げ届出書」を「耐震診断義務対象建築物事

業取りやめ届出書」に改め、同条を第１１条とする。 

第９条第１項中「第７条第２項」を「第８条第２項」に、「耐震診断義務対象建築物補助金変更

申請書」を「耐震診断義務対象建築物補助金交付変更申請書」に改め、同条第２項中「耐震診断義

務対象建築物補助金変更決定通知書」を「耐震診断義務対象建築物補助金交付変更決定通知書」に

改め、同条第３項中「耐震診断義務対象建築物補助金変更不承認決定通知書」を「耐震診断義務対

象建築物補助金交付変更不交付決定通知書」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条（見出しを含む。）中「耐震診断」を「耐震診断等」に改め、同条を第９条とする。 

第７条第１項中「耐震診断義務対象建築物補助金交付申請書」を「耐震診断義務対象建築物補助

金交付申請書（耐震診断）又は耐震診断義務対象建築物補助金交付申請書（耐震設計）」に改め、

同条を第８条とする。 

第６条第１項中「耐震診断」を「耐震診断等」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次の１

条を加える。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、耐震診断等に要した費用（耐震診断等に関する標準外の業務として、市長

が認めた追加的費用を含む。）に６分の５を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額を上限とする。 

(1)  耐震診断に要した費用 次に掲げる額の合計額 

  ア 別表第１に掲げる建築物の部分ごとに算定した額の合計額 

イ 耐震診断に関する標準外の業務として、市長が認めた追加的費用の額（１，５４０，０００

円を限度とする。） 

(2) 耐震設計に要した費用 次に掲げる額の合計額 

  ア 別表第２(1)の表に掲げる建築物の部分ごとに算定した額の合計額 

  イ 別表第２(2)の表に掲げる区分に応じた上限額 

ウ 耐震設計に関する標準外の業務として、市長が認めた追加的費用の額（７７０，０００円

を限度とする。） 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。 

別表を削り、附則の次に別表として次の３表を加える。  



別表第１（第６条関係） 

耐震診断に要した費用の上限額 

建築物の部分 １平方メートル当たりの上限額 

延べ面積１，０００平方メートル以内の部分 ３，６００円

延べ面積１，０００平方メートルを超え２，００

０平方メートル以内の部分 

１，５４０円

延べ面積２，０００平方メートルを超える部分 １，０３０円

 

 

  



別表第２（第６条関係） 

耐震設計に要した費用の上限額 

(1)  １平方メートル当たりに係る上限額 

建築物の部分 １平方メートル当たりの上限額 

延べ面積５００平方メートル以内の部分 ２，８００円

延べ面積５００平方メートルを超え７５０平方メー

トル以内の部分 

２，３６０円

延べ面積７５０平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内の部分 

２，１４０円

延べ面積１，０００平方メートルを超え１，５００

平方メートル以内の部分 

１，８００円

延べ面積１，５００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内の部分 

１，５８０円

延べ面積２，０００平方メートルを超え３，０００

平方メートル以内の部分 

１，３３０円

延べ面積３，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内の部分 

１，１００円

延べ面積５，０００平方メートルを超える部分 ９３０円

(2) 建築物の総床面積に係る上限額 

区分 上限額 

総床面積が５００平方メートルを超え７５０平方メ

ートル以内の建築物 

１，４００，０００円

総床面積が７５０平方メートルを超え１，０００平

方メートル以内の建築物 

１，７７０，０００円

総床面積が１，０００平方メートルを超え１，５０

０平方メートル以内の建築物 

２，１４０，０００円

総床面積１，５００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内の建築物 

２，７００，０００円

総床面積２，０００平方メートルを超え３，０００

平方メートル以内の建築物 

３，１７０，０００円

総床面積３，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内の建築物 

４，０１０，０００円

総床面積５，０００平方メートルを超える建築物 ５，５１０，０００円

 



別表第３（第１９条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文

第１号様式 大和市耐震診断義務対象建築物事前相談書 第７条 

第２号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付申請書（耐震診断） 第８条 

第３号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付申請書（耐震設計） 第８条 

第４号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付決定通知書 第８条 

第５号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金不交付決定通知書 第８条 

第６号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付変更申請書 第１０条 

第７号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付変更決定通知書 第１０条 

第８号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金交付変更不交付決定通知書 第１０条 

第９号様式 大和市耐震診断義務対象建築物事業変更届 第１０条 

第１０号様式 大和市耐震診断義務対象建築物事業取りやめ届出書 第１１条 

第１１号様式 大和市耐震診断義務対象建築物事業完了報告書 第１３条 

第１２号様式 大和市耐震診断義務対象建築物補助金額確定通知書 第１４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


